
五島市監査委員公表第２１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和４年４月の例月財務監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により、別紙

のとおり公表する。 

 

令和４年７月２２日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 
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４五監第２９３号   

令和４年７月２２日   

   

五島市議会議長 木 口 利 光 様 

五島市長 野 口 市太郎 様 

五島市教育委員会教育長 村 上 富 憲 様 

五島市選挙管理委員会委員長 平 田 國 廣 様 

五島市公平委員会委員長 祢 宜  渉 様 

五島市代表監査委員 橋 本 平 馬 様 

五島市農業委員会会長 山 田 勝 久 様 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 

五島市監査委員 荒 尾 正 登      

 

令和４年度例月財務監査結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和４年４月分例月出納検査に併せて例月財務監査を実施したので、同条第９項の規定に

よりその結果に関する報告を次のとおり提出します。 

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、講じた措置の状況について、令

和５年１月２２日までに本職に通知ください。 

記 

令和４年度例月財務監査結果報告書（令和４年４月会計伝票監査分） 

第１ 監査の基準 

この監査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 監査の種類 

例月財務監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査） 

第３ 監査の対象 

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和４年４月分の収入

及び支出に関する会計伝票 

第４ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしているかを主眼において実施した。 

第５ 監査の主な実施内容 

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、
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効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。 

第６ 監査の実施場所及び日程 

１ 監査の期間  令和４年５月１９日から同年７月２０日まで 

２ 実施場所   監査委員事務局等 

 (1) 事情聴取 

ア 実施場所 市役所３階第２委員会室 

イ 日  程 令和４年７月６日 

 (2) 講評会 

ア 実施場所 市役所３階Ｄ会議室 

イ 日  程 令和４年７月２０日 

第７ 監査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び指導

事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。 

１ 指摘事項 

(1) 崎山地区公民館の使用料の減免について 

五島市公民館条例（平成１６年五島市条例第２２４号）第９条第３項に規定する

公民館の使用料の減免について、五島市公民館条例施行規則（平成１６年五島市教

育委員会規則第２３号）別表第６項が、減免の要件を「市内の官公署、公益社団法

人、公益財団法人その他公益を目的とする団体が、その目的のため直接利用する場

合」と掲げ、その減免の率を「１００分の５０」と定めるところ、市外の特殊法人

が利用した崎山地区公民館の使用料について、同項の「市内の」は「官公署」のみ

にかかり、「公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体」にはかから

ないと解して使用料を減額している。 

しかしながら、公民館は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第

１項の「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設（これを

公の施設という。）」であり、「公の施設」は、当該普通地方公共団体の住民の利用に

供するための施設である。また、公民館は、「市町村その他一定区域内の住民のため

に、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民

の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進

に寄与することを目的」（社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条）とし

て、市町村又は法人が設置する（同法第２１条）社会教育施設である。 

ここにおいて「住民」とは、当該普通地方公共団体の区域内に住所を有する者（地

方自治法第１０条第１項）であり、自然人であると法人であるとを問わないとされ

ているから、五島市公民館条例及び五島市公民館条例施行規則は、公民館を五島市

民以外の者に利用させることは想定しておらず、このことは、同規則別表が掲げる
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減免の要件においても同様であり、ましてや市外の「公益社団法人、公益財団法人

その他公益を目的とする団体」について使用料を減額するいわれはないから、同表

第６項に掲げる減免の要件の「市内の」は、「官公署」だけでなく「公益社団法人、

公益財団法人その他公益を目的とする団体」にもかかる、つまり「市内」の「官公

署、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体」と解すべきである。 

したがって、本件施設の使用料については、五島市公民館条例施行規則別表第６

項に掲げる減免の要件に該当しないから３８，８６０円となるところ、同項に定め

る減免の率１００分の５０を適用して１９，４３０円納付させているから、不足額

１９，４３０円が生じているので、速やかに追加徴収されたい。 

なお、使用料の減免規定の適用については、施設によってその取扱いに差異が生

じないよう定期監査において意見を付し、例月財務監査において指摘してきたとこ

ろであるが、いまだに減免規定の適用に誤りが生じ、施設によって差異があるので、

教育委員会事務局、同分室、教育機関等が連携を密にして、その取扱いに差異が生

じないよう明確な運用基準を設け、条例に基づく適正な使用料の徴収に努められた

い。 

（教育委員会事務局教育総務課） 

２ 指導事項 

(1) 五島市議会タブレット端末導入及び運用業務の契約について 

五島市議会タブレット端末導入及び運用業務の契約(以下「本件契約」という。）

については、議会事務局が、令和３年６月４日にタブレット端末の賃貸借での提供、

アプリケーションの設定、通信サービスの提供、操作研修、保守等の業務(以下「本

件業務」という。）が随意契約ができる場合を定める地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号に該当するとして公募型プロポーザル

を実施したところ、１者から参加申込みがあった。 

そこで、議会事務局は、この提案者の企画提案書及びプレゼンテーションを審査

した結果、総評価点が基準値以上であったため、令和３年６月８日に当該提案者を

契約の候補者に決定し、同年１１月１８日及び同月２５日に当該契約の候補者と、

タブレット端末の附属品等の売買契約及び電気通信サービスの提供料金に関する契

約を締結しているが、本件附属品等の予定金額が 580,000円であるところ、本件附

属品等の売買契約について予定価格調書の作成を省略している。 

しかし、本件附属品等の売買契約は、五島市財務規則（平成１６年五島市規則第

４３号）第８７条第２項に該当せず、予定価格が５０万円を超えているので同規則

第８８条の規定が適用されないから、予定価格調書の作成を省略することはできな

い。 

ところで、地方公共団体が締結する契約は一般競争入札を原則とし、随意契約は

その目的・内容が競争入札に適さない場合に限り認められる特例とされている。公
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募型プロポーザル方式の随意契約については、「地方財務実務大全」によると、発注

者である自治体が求める内容は、提案者以外に調達することができないため、地方

自治法施行令第１６７条の２第１項第２号にいう「性質又は目的が競争入札に適し

ないもの」に該当するからと考えられる。公募型プロポーザル方式は、高度な知識・

専門的な技術や創造性、構想力などが要求される業務等について、競争入札に替え

て公募により複数の者から企画・技術等の提案を受け、意欲及び実績・能力等を総

合的に評価し、調達業務等の目的に最適な企画・技術能力等を有する事業者を選定

する方式とされている。 

議会事務局によると、本件契約については、価格だけでなく、全国的に採用され

ている事業者も含めて様々な提案を受け、より良いものを導入するため公募型プロ

ポーザル方式を採用したとのことであるが、その実施手続きは、仕様書にタブレッ

ト端末の提供については賃貸借（レンタル）によると記載しているものの、本件業

務の上限額（予算額と同額である。）にタブレット端末の賃貸借料を含んでいない

（このことは、本件業務の上限額の積算資料及び予算要求書にタブレット端末の賃

貸借料が計上されていないことから明らかである。）。仕様書で定める本件業務を行

える電気通信事業者は複数いるものの、本件業務の上限額にタブレット端末の賃貸

借料を含んでいないことから、広く事業者が参入できる状態になっていないので、

タブレット端末の賃貸借料を予算措置したうえで、公募により複数の者の提案を比

較して評価することができるようすべきである。 

また、議会事務局は、提案者の企画提案書及びプレゼンテーションを審査してい

るが、仕様書でタブレット端末の賃貸借による提供、タブレット端末の初期設定の

実施及び導入業務を掲げているにもかかわらず、これらの業務に関する提案につい

ては審査項目に該当するものがなく、評価に反映されていない。提案者の企画提案

書及びプレゼンテーションの審査は、プロポーザル方式を採用した意義ともいえる

重要な要素であるから、仕様書に基づく提案内容を審査項目として評価に反映させ

るようにすべきである。 

さらに、議会事務局によると、新型コロナウイルス感染症の影響等によりタブレ

ット端末の調達の遅れが見込まれていたことから、調達の目途がついてから本件契

約を締結したため、本件提案者を契約の候補者に決定してから本件契約を締結する

までに６か月以上を要したとのことである。しかし、議会事務局は、この間、当該

契約の候補者と本件契約に関する交渉、調整等を行っておらず、また仕様書に「諸

事情により端末入荷が遅れる場合は、協議の上、決定する。」としているのであるか

ら、本件契約の締結を遅らせる理由はない。したがって、本件提案者を契約の候補

者に決定後、速やかに本件契約を締結すべきであり、契約締結後、契約の内容に変

更が生じた場合に、変更契約を締結すべきである。 

地方公共団体が締結する契約は一般競争入札によることが原則である。プロポー
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ザル方式による契約は、特定の相手を選定し契約を締結する随意契約であり例外的

な方法であることから、事業目的達成の効果や採用の理由、意義を明確にするとと

もに、客観的な評価基準を基に公正な審査を行い、選定過程の透明性を確保するこ

とにより、市民に理解を得られるよう経済性と透明性の確保に努められたい。 

（議会事務局） 


